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第 1 章 栃木県内農地土壌の放射性セシウム濃度分布 
 

宮﨑成生 

 

摘要：2011 年 3 月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性セシウムの影

響を把握するため，栃木県内農地土壌の調査を 2011 年に行った．その結果，県北部および北西部で土壌

中放射性セシウム濃度が 1000 Bq kg-1 を超える地点があった． 
 
 

 

Ⅰ 緒 言 
 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災後に発生した東京電力

福島第一原子力発電所の事故により，多量の放射性物質が

放出され拡散した．本県は原子力発電所から約 80 km から

180 km に位置し，その影響を強く受けていると考えられた． 

同 4 月 8 日に原子力災害対策本部から稲の作付に関する

考え方が示され，過去のデータをもとに水田の土壌から玄米

への放射性セシウムの移行指数 0.1 を指標として，玄米中の

放射性セシウム濃度が食品衛生法上の暫定基準値 500 Bq 

kg-1 を超過する可能性の高い土壌中放射性セシウム濃度

5000 Bq kg-1 を超える地域での稲の作付制限を行うこととし

た．また，農林水産省 (2011a) は，稲等の作付が可能な地

域で，収穫物への放射性物質の移行を抑えるための取組可

能な技術の 1 つとして，カリ肥料を慣行より多く投入すること

を示した． 

安全な農産物を生産する対策をとるために，農地土壌が

どの程度放射性物質に汚染されているか分布状況を把握す

ることが重要である．そこで，農林水産省，栃木県農政部経

営技術課および各農業振興事務所と協力して県内の土壌

調査を行った． 

 

 
Ⅱ 材料および試験方法 

 
1. 調査地点 

1) 農地土壌調査 (10 km×10 km メッシュ) 

2011 年 3 月 31 日～4 月 1 日に水田土壌を中心に緊急的

に実施した 14 地点，および 2011 年 6 月 20 日～24 日に県

内全域 (10 km×10 km メッシュ) の農地土壌を対象として

実施した 34 地点の計 48 地点であった． 

 

2) 農地土壌調査詳細調査 (2.5 km×2.5 km メッシュ) 

農地土壌調査 (10 km×10 km メッシュ) で 1000 Bq kg-1

以上を示した地域およびその周辺の農地 207 地点を対象と

した．該当市町は，日光市，大田原市，矢板市，那須塩原市，

さくら市，塩谷町，那須町の 7 市町であった．農林水産省が

調査した地域以外の県内全域について，県が独自に 460 調

査地点を設定し実施した． 

 

2. 土壌の採取方法 

農地土壌の試料は，ほ場に対角線を引きその交点 1 点，

対角線の交点と各頂点との中点 4 点の計 5 か所から，水田

の場合は地表面から 15 cm の深さまで，畑の場合は最大 30 

cm の深さまでの土壌を手動式採土器 (藤原製作所 HS-30S

型) により採取した．農地土壌調査のみ当場職員が採取し

た． 

  

3. 土壌試料の調整および測定方法 

1 ほ場から採取した 5 試料は、全てを合わせて良く混合

し，約 1 ㎏に縮分したものを分析機関へ送付した．ゲルマニ

ウム半導体検出器を用い放射性セシウム (Cs-134 および

Cs-137) を測定した．各測定値は乾土当たりに水分補正し，

農地土壌調査は 2011 年 6 月 14 日の値に，農地土壌調査

詳細調査は 2011 年 11 月 5 日の値にそれぞれ減衰補正し

た．農地土壌濃度分布図では，Cs-134 と Cs-137 の濃度の

合計を表示した． 

 

Ⅲ 結 果 
 

1. 農地土壌調査 (10 km×10 km メッシュ) 

県内の農地土壌中の放射性セシウムの分析値を第 1 図に

示した (農林水産省 2011b)．県内の農地土壌中の放射性

セシウム濃度は，全ての調査地点で稲の作付け制限対象区

域を設定する際の基準 5000 Bq kg-1 を下回り，最小値は

N.D. (検出せず)，最大値は 3971 Bq kg-1 であった (農林水

産省 2011）． 

 

2. 農地土壌詳細調査 (2.5 km×2.5 km メッシュ) 

農林水産省調査 (207 地点) および県独自調査 (460 地

点 ) の結果より，県が作成した農地土壌詳細調査結果 

(2012) を第 2 図に示した．農地土壌中の放射性セシウム濃

度が 2000 Bq kg-1 以上の地点は，那須町および那須塩原
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市にあり，1000 Bq kg-1 以上の地点は，2 市町のほか大田原

市，矢板市，塩谷町にあった． 

また，農林水産省調査 (207 地点) をもとに国立研究開発

法人農業環境技術研究所により農地土壌の放射性セシウム

の分布マップが作成され，15 都県の調査結果とともに 2012 

年 3 月 23 日に農林水産省から公表された (第 3 図)． 

本県農地には，稲の作付制限の対象となる土壌中放射性

セシウム濃度が 5000 Bq kg-1 を超える地点はなかったが，

北部および北西部で 1000 Bq kg-1 を超える地点があった． 

 

平成 23 年度科学技術戦略推進費「放射性物質による環

境影響への対策基盤の確立」により農林水産省が中心とな

って実施したものである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1図 栃木県の農地土壌中の放射性セシウム濃度分布 （農林水産省 2011） 
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第 3図 農地土壌の放射性物質濃度分布図（農林水産省 2012） 

第 2図 栃木県の農地土壌中の放射性セシウム詳細結果 （栃木県 2012） 
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